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（４）指定地の状況 （土地等の所有関係、管理者の有無、管理団体の指定等、公有化の経緯） 

昭和31年のいたすけ古墳国史跡指定以降、昭和時代に指定された古墳は順次指定地内の

公有化はすすめられた。また平成26年に追加された主な古墳については、大仙公園をはじ

めとする公園開設にあたり古墳の保存活用する整備計画のもと古墳の墳丘ならびに周辺の

公有化が行われていた。大仙公園では昭和22年の都市計画決定に基づき、事業認可された

区域において公有化が進んでいる。現在、史跡指定されている19基の古墳のうち、17基は

公有化が完了している。指定古墳でも墳丘や周濠部分に未指定地及び民有地が残されてい

る古墳がある。指定古墳の指定地の公有化状況と墳丘や周濠部分の未指定地は下記のとお

りである。 

史跡指定地170,345.36㎡（令和3年3月現在）のうち民有地は1,183.01㎡であり、それ以

外は公有地としてそれぞれの所有者が管理を行い、文化財保護法第113条第1項の規定によ

る指定を受けた管理団体は存在しない。 

■史跡指定古墳公有化状況 

古墳名 公有化状況 所有者 未指定地 
未指定地 

の所有者 

①いたすけ古墳 完了 堺市   

②長塚古墳 完了 堺市 周濠 個人･堺市 

③収塚古墳 完了 堺市 墳丘及び周濠 個人･堺市 

④塚廻古墳 完了 堺市 周濠 個人･堺市 

⑤文珠塚古墳 完了 堺市   

⑥丸保山古墳 完了 堺市･国   

⑦乳岡古墳 完了 堺市 墳丘及び周濠 個人･堺市 

⑧御廟表塚古墳 完了 堺市 墳丘及び周濠 個人･堺市 

⑨ドンチャ山古墳 完了公園 堺市   

⑩正楽寺山古墳 完了公園 堺市   

⑪鏡塚古墳 一部完了道路 個人･堺市 墳丘及び周溝 個人･堺市 

⑫善右ヱ門山古墳 未 個人 墳丘・いたすけ古墳外堤 個人･堺市 

⑬銭塚古墳 完了学校 大阪府   

⑭グワショウ坊古墳 完了公園 堺市   

⑮旗塚古墳 完了公園 堺市   

⑯寺山南山古墳 完了公園 堺市   

⑰七観音古墳 完了公園 堺市   

⑱御廟山古墳内濠 完了 堺市   

⑲ニサンザイ古墳内濠 完了公園 堺市   
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３．関連法規制 

 文化財保護法に基づき史跡に指定されている範囲は、文化財保護法の規制を受ける。ま

た、陵墓は、皇室典範により「天皇、皇后、太皇太后及び皇太后を葬る及びその他の皇族

を葬る所」と定められたものであり、その管理は国有財産法に基づき国が直接行ってき

た。皇室による祭祀が現に行われている場であり、広く皇室及び国民の追慕の対象である

というその性格に鑑み、今後も静安と尊厳の保持を最も大切なこととして管理を行うこと

から、開発が行われる余地はない。史跡周辺での開発等を規制する主な法令は、景観法、

都市計画法、野外広告物法で、これらの法令に基づき条例等の規定により建築物の高さ、

建築物の色彩等の形態意匠、屋外広告物の設置を規制している。開発行為を行う場合には

事前に許可・認定を得ることを義務付け、行政機関が適切に審査、指導、助言すること

で、史跡周辺の良好な景観、環境が保全されている。さらに、公園内および公園に隣接し

て多くの古墳が存在し、大仙公園をはじめとする公園は都市公園法に基づいて設置され周

辺環境の良好な景観形成に寄与している。 

 

①文化財保護法 

文化財保護法に基づき史跡に指定されている範囲は、文化財保護法の規制を受け、「その

現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合」は文化財保護法第

125条に基づき文化庁長官等の許可（国の機関である場合は法第 168条の同意）が必要とな

る。現状変更申請が必要な行為内容等については別途本計画書第６章に定める。 

 周知の埋蔵文化財包蔵地において土木工事等を行う際には、掘削に着手する前に文化財

保護法第 93 条第 1 項、第 94 条第 1 項に基づき文化庁長官に届け出なければならない。更

に、工事中、若しくは試掘確認調査等により、包蔵地の新規発見が生じた際においても、文

化財保護法第 96条、97条に基づき文化庁長官に届け出なければならない。 

 

②国有財産法 

 国有財産法は国有財産の取得、維持、保存及び運用並びに処分について定めている。 

 国有財産法において、国有財産は、行政財産（公有財産、公共用財産、皇室用財産、森林

経済用財産）と普通財産に分類される。陵墓は皇室用財産として担当省庁により良好な状態

での維持管理がなされるべきと定められている。皇室用財産は、国において皇室の用に供し、

又は供するものと決定したもので、行政財産の一種である。各省各庁の長は、その所管に属

する国有財産について、良好な状態での維持及び保存、用途又は目的に応じた効率的な運用、

その他の適正な方法による管理及び処分を行わなければならない。 

 

 

 

 

国有財産法追加 
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史跡百舌鳥古墳群周辺の周知の埋蔵文化財包蔵地 

差し替え（更新） 
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③都市計画法 

 各古墳は市街化区域となっており、用途地区等が定められている。各古墳の地域地区（用

途地区等）及び都市計画施設の位置づけについては以下のとおりである。 

各古墳の都市計画決定の内容 

番
号 

古墳名 地域地区（用途地区等）の内容 都市計画施設 

１ 
いたすけ古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種低層住居専用地域 

（建ぺい率：50%・容積率：100%・ 

 建築物の高さの限度：10ｍ） 

高度地区：第一種 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（いたすけ公園） 

２ 
長塚古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60% 容積率 ：200%） 

高度地区：第四種 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率：40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（大仙公園） 

３ 
収塚古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60% 容積率 ：200%） 

高度地区：第四種 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率：40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（大仙公園） 

４ 
塚廻古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60% 容積率 ：200%） 

高度地区：第四種 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率：40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（大仙公園）   

５ 文珠塚古墳 

用途地域：第一種低層住居専用地域 

（建ぺい率：50% 容積率 ：100% 

 建築物の高さの限度 10m） 

高度地区：第一種 

その他 ：建築物の高さの限度 10m 

－ 

６ 
丸保山古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60% 容積率 ：200%） 

高度地区：第四種 

防火・準防火地域：一部準防火地域 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率 40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

一部都市計画公園 

（大仙公園）    

７ 乳岡古墳 

用途地域：第一種住居地域 

（建ぺい率：60% 容積率：200%） 

防火・準防火地域：準防火地域 

－ 

８ 御廟表塚古墳 

用途地域：第一種住居地域 

（建ぺい率：60% 容積率：200%） 

防火・準防火地域 ：準防火地域 

－ 
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番
号 

古墳名 地域地区（用途地区等）の内容 都市計画施設 

９ ドンチャ山古墳 

用途地域：第二種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60% 容積率：200%） 

高度地区：第四種 

防火・準防火地域：準防火地域 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（陵南中央公園） 

10 正楽寺山古墳 

用途地域：第二種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60% 容積率：200%） 

高度地区：第四種 

防火・準防火地域：準防火地域 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（陵南中央公園） 

 

11 鏡塚古墳 

用途地域：近隣商業地域 

（建ぺい率：80% 容積率：300%）  

高度地区：第五種 

防火・準防火地域 ：準防火地域 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

－ 

12 
善右ヱ門山古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種低層住居専用地域 

（建ぺい率：50% 容積率：100% 

 建築物の高さの限度：10ｍ） 

高度地区：第一種 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

－ 

13 
銭塚古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60% 容積率：200%） 

高度地区：第四種 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率：40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（大仙公園）     

14 グワショウ坊古墳 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60％ 容積率：200%） 

高度地区：第四種 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率 40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（大仙公園） 

15 
旗塚古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60％ 容積率：200%） 

高度地区：第四種 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率 40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

 

都市計画公園 

（大仙公園） 

16 
寺山南山古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60％ 容積率：200%） 

高度地区：第四種 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率 40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

 

都市計画公園 

（大仙公園）     

17 
七観音古墳 

（構成資産） 

用途地域：第一種中高層住居専用地域 

（建ぺい率：60％ 容積率：200%） 

高度地区：第四種 

風致地区：大仙風致地区（建ぺい率 40％） 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

 

都市計画公園 

（大仙公園） 
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18 
御廟山古墳内濠 

（構成資産） 

用途地域：第一種低層住居専用地域 

（建ぺい率：50%、 容積率：100% 

 建築物の高さの限度 10m） 

高度地区：第一種 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

－ 

19 
ニサンザイ古墳内濠 

（構成資産） 

用途地域：第一種低層住居専用地域 

（建ぺい率：50% 容積率：100% 

 建築物の高さの限度 10m） 

高度地区：第一種 

景観地区：百舌鳥古墳群周辺景観地区 

都市計画公園 

（御陵山公園） 
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1 いたすけ古墳 2 長塚古墳  3収塚古墳  4塚廻古墳  5文珠塚古墳  6丸保山古墳  

7 乳 岡 古 墳 8 御廟表塚古墳 9 ドンチャ山古墳 10正楽寺山古墳 11鏡塚古墳  12善右ヱ門山古墳 

13 銭塚古墳 14 グワショウ坊古墳 15旗塚古墳  16 寺山南山古墳 17 七観音古墳  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画図  

差し替え（更新） 
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③都市公園法 

史跡百舌鳥古墳群の 19 基のうち 13 基の古墳が、公園内及び隣接して位置している。い

たすけ古墳はいたすけ公園、ニサンザイ古墳内濠は御陵山公園に隣接し、グワショウ坊古

墳・七観音古墳・旗塚古墳・収塚古墳・寺山南山古墳は大仙公園内にあり、長塚古墳・塚廻

古墳をはじめとする 4基の古墳は大仙公園予定地にある。また、正楽寺山古墳・ドンチャ山

古墳は陵南中央公園内にある。大仙公園内には図書館・博物館・日本庭園の施設をはじめ、

グワショウ坊古墳・七観音古墳・旗塚古墳を含む約 10haに都市緑化植物園が開設されてい

る。都市緑化植物園は昭和 52年から着手され、グワショウ坊古墳・旗塚古墳は、樹林の編

成を見る森林推移実験見本園、水生・湿生植物園として修景されている。 

これらの公園は、都市公園法により施設の規格化、管理の適正化を図り、適切な維持が効

果的に運用されている。本市における公園管理は、同法、同法に基づく施行令、堺市公園条

例、同施行規則等により運用されている。 

 

都市公園法に定める都市公園に位置する史跡百舌鳥古墳群一覧 

公園名称 古墳名称 区分 開設年 
面積

（ha） 
沿 革 

いたすけ公園 ①いたすけ古墳 近隣公園 昭和 46 0.35 昭和 42年百舌鳥本町土

地区画整理事業 

陵南中央公園 ⑨ドンチャ山古墳 

⑩正楽寺山古墳 

近隣公園 昭和 56 1.30 昭和 56年百舌鳥陵南土

地区画整理事業 

大仙公園 ③収塚古墳 

⑭グワショウ坊古墳 

⑮旗塚古墳 

⑯寺山南山古墳 

⑰七観音古墳 

総合公園 昭和 42 36.28 昭和 22年都市計画決定 

昭和 38年事業着手 

昭和 52 年都市緑化植物

園整備に着手 

昭和 57 年都市緑化植物

園開園 

昭和 61 年都市緑化セン

ター開館 

平成 28 年収塚古墳広場

完成 

大仙公園 

予定地 

②長塚古墳 

④塚廻古墳 

⑥丸保山古墳 

⑬銭塚古墳 

御陵山公園 ⑳ ニサンザイ古

墳内濠 

    

＊近隣公園１ha以上４ha未満、総合公園 10ha以上 50ha未満を標準とする。 
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④堺市風致地区内における建築等の規制に関する条例 

大仙公園周辺は「都市の風致を維持するため定める地区」として大仙風致地区に指定され

ており、次のいずれかの行為を行う場合は、許可が必要になる。 

○許可が必要な行為 

（１）建築物その他の工作物（以下「建築物等」という。）の新築、改築、増築及び

移転 

（２）建築物等の色彩の変更  

（３）宅地の造成、土地の開墾その他の土地の形質の変更  

（４）水面の埋立て又は干拓  

（５）木竹の伐採 

（６）土石の類の採取  

（７）屋外における土石、廃棄物、又は再生資源のたい積  

 

○許可基準  

（１）建築物の新築、改築、増築又は移転行為  

① 高さが 15 メートル以下であること。  

② 建ぺい率が 40 パーセント以下であること。  

 (防火地域内、街区の角地等 建築基準法と同等の緩和はありません。)  

③ 外壁、柱等の面から後退距離は道路境界から 1.8 メートル以上、その他の

境界から 1 メートル以上であること。  

④ 位置、規模、形態、意匠及び色彩が周辺の風致と著しく不調和でないこと。  

⑤ 緑化率及び、基準植栽密度を確保すること。  

 表．緑化率 

敷地面積 緑化率 

500平方メートル未満  100分の 20  

500平方メートル以上 1,000平方メートル未満  100分の 25  

1,000平方メートル以上  100分の 30  

※基準植栽密度とは、「必要緑化面積」の 10平方メートあたり高木 1本

（中木 2本で 1本に換算することができる。）以上の植栽密度をとい

う。小数点第 2位以下切り捨て。第 1位を 0.5刻みで切り上げる。  

 ※必要緑化面積（㎡） ＝ 敷地面積（㎡） × 緑化率 

 

（２）工作物の新築等  

・道路に接する部分の敷地境界沿いに高さが 1.5メートル以上(最大 5メート

ル以下とする。) の擁壁を設けようとする場合は、高さの 2分の 1以上の植

栽空間を設けること。(最大 1.8メートルの後退とする。) 
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大仙風致地区地区範囲図 
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⑤堺市景観条例 

 本市では市全域を景観計画区域として景観法に基づく景観計画をしており、景観条例に

基づき、以下の行為については届出、許可が必要となる。 

 行為の種別 対象規模 

建

築

物 

 

新築、増築、改築若しくは移転、

外観を変更することとなる修繕若

しくは模様替え又は色彩の変更 

（※1） 

次のいずれかに該当するもの 

（増築・改築後に以下の規模になるものを含

む） 

・建築物の高さが 15mを超えるもの 

・地上 6階以上のもの 

・延べ面積が 3,000㎡を超えるもの 

工

作

物 

 

新設、増築、改
築若しくは移
転、外観を変更
することとなる
修繕若しくは模
様替え又は色彩
の変更 
（※2） 

高架道路等 ・地上からの高さが5mを超えるもの 

橋梁等 ・幅員が16m以上、又は延長が30mを超えるもの 

上記以外の 
工作物 

次のいずれかに該当するもの 
・高さが 15mを超えるもの 
・建築物に設置する場合で、その高さが 10mを
超えかつ建築物との合計高さが 15mを超える
もの 

広

告

物 

 

広告物の表示、移転、若しくは色
彩の変更又は広告物を掲出する
物件の設置、改造、移設、修繕
若しくは色彩の変更 

次のいずれかに該当するもの 
・広告物又は広告物を掲出する物件の高さが

15mを超えるもの 
・建築物と一体になって設置される場合で、広
告物又は広告物を掲出する物件の高さが 10m
を超え、かつ建築物の高さとの合計が 15mを
超えるもの 

・広告物又は広告物を掲出する物件で、広告物
の表示面積の合計が 40㎡を超えるもの 

 

※1）建築物の増築、改築については、増築又は改築をする場合の床面積の合計が、既存

の建築物の延べ面積の 10分の 1を超えるもの。また、建築物の外観を変更すること

となる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更については、当該外観の変更面積が従前

の外観の見付面積の 3分の 1を超えるもの。 

 

※２）工作物の外観を変更することとなる修繕若しくは模様替え又は色彩の変更について

は、当該外観の変更面積が従前の外観の見付面積の 3分の 1を超えるもの。 
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